
Tindakan mengemudi dalam

keadaan tidak dapat

mendengar suara lalu lintas

yang diperlukan untuk

berkendara dengan aman

karena menggunakan

earphone dan sejenisnya.

K a n t o r  P o l i s i  

M a r k a s  B e s a r  
K e p o l i s i a n  P r e f e k t u r  
K o c h i ,  2 0 2 5

Bagian kanan jalan kendaraan 

maupun bahu jalan di sisi kanan 

tidak boleh dilalui.

Sinyal dan titik pemberhentian yang 

harus dipatuhi

Jika ada tempat
penyeberangan
sepeda, 
seberangi tempat
penyeberangan
sepeda itu!

Sistem pemberitahuan 
pelanggaran lalu lintas

第

電

職   続

前
後

道 路 交 通 法 第 1 条 の 規 定 に よ り 上 記 の と お り 出 頭 を 命 じ ま

す 。 （ 「 命 令 」 欄 が 有 の

１   09

場合） 

２  上 記 １ 以 外 の 方 は 刑 事 訴 訟 法 第 198条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 上 記 の と お り

出 頭 を 求 め ま す 。
３  出 頭 の 際 は 本 書 、 印 鑑 及 び 運 転 免 許 証 （ 免 許 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド を 含 む ） を 持 て

く だ さ い 。

km/h km/ h km/h 

本  籍

住  所

交 通  事 故

⑹  反  則  制  度
□

不  該  当

( ○  印 の  も  の

）

非 反 則

行  為

□ 無  免  許
• 無  資  格

□ 酒 気  帯 び □
□麻薬等影響

⑩  補  足  欄  □
□ 警 察 署 長 の 交 通 規 制  5  ･ Ⅰ ､ 令 3  の 2

⑪  過   失

□ 不 注 意 に よ る 確 認 義 務  □ 信 号  □ 法 定 禁 止 場 所  □ 免 許 証 携 帯  

□ 速 度  □ 踏 切

□ 道 路 標 識 等 の 表 示 に よ る 禁 止 制 限 場 所  
□ 同 通 行 帯

不 履 行  ･ Ⅲ 追 加  □

②  速  度  超  過  □  法 定 速 度 違 反  □  指 定 速 度 違 反  超

過  のところ

□ 高 速 □ 自 専 道  2 2  ･  I ､  1 1 8  ･  I  ( 1  )､  令      2 2  ･  I ､  4  ･  I ､  1 1 8  ･  I  

( 1  )､  令  1  の  2④  指  定  場  所  □  指 定 場 所 一 時 不 停 止  □ 交 差 道 路

通 行 車 両 等 の 進 行 妨 害一  時  不  停  止 等  4 3  ､  4  ･  I ､  1 1 9  ･  I  ( 5  

)､  令  1  の  2            4 3  ､  1 1 9  ･  I  ( 5  )

⑤  通  行  区  分  違 反  □ 右 側 通 行

17 ･ Ⅳ  ､ 119 ･ I ( 6 ）

⑥  通  行  禁  止  違 反  □  一 方 通 行 違 反   □  通 行
禁 止 場 所 違 反

8  ･  I ､  4  ･  I ､  1 1 9  ･  I  ( 2  )､  令  1  の  2                8  ･  I ､  4  ･  I ､  1 1 9  ･  I  ( 2  )､  

令  1  の  2

□ 禁 止 場 所  ( □ 右 折  □ 左 折  □ 直 進 ）
8  ･  I ､  4  ･  I ､  1 1 9  ･  I  ( 2  )､  令  1  の  2

⑦  横  断  歩  行  者 等  □  進 路 前 方 横 断 歩 道 等 を 歩 行 者 等 横 断 中

⑨  そ  の  他  

□

□ 居 所 等 不

明  □

逃  亡

1 2 5･ Ⅱ ( 1 )   1 2 5 ･ Ⅱ ( 2 )  1 2 5 ･ Ⅱ ( 3 )  1 2 6 ･
Ⅰ ( 1 )  126･Ⅰ(2)

免  許  証

日

⑷   高知県
付近道路

署 ・ 課 ・ 隊

乗 貨 貨  特  
電

用  物

登録(車両)番号

午

職
年       月       日生(   歳) 

業

お

時  

り
命  令

有 ･ 無

事 業 用 )

分  頃

令和  年 時

交 付 ・命 令 者の所
階  級  及  び  氏  名

保  護  者  
住

又  は  
所

氏

□ 進 路 前 方 横 断 歩 道 等 を 横 断 し よ う と す る 歩 行 者 等 あ

る と き

3 8  ･  1  ､  1 1 9  ･  1  ( 5  ) ( □ 一 時 不 停 止 ( □ 停 止 線 設 置 ) 4 ･ I､ 令 1
の 2 □ 通 行 妨 害 )

免許

証  告  知  票  ・  出  頭  命  令  書  (  番 号
等

期

限  ⑴   生 年 月

令  氏 名

和

年

月

日ま

で

有効

—

項  で

の  そ  項
数  の  ･ 

③  信  号  無  視  □  信 号 機 信 号  ( □ 赤 色  □ 黄 色 ） 無 視

字  下  (  赤  色  等  ）  7  ､  4  ･  I ､  1 1 9  ･  I  ( 2  )､  令  2  ･  
I

だ  ○  違

事  印  罰  反
条  事

・

⑧  積載物重量制限 超過 □ 積 載 物 重 量 制 限 超 過   kg  kg  
kg 

( 大 型 等 10 割 以 上 ) 57 ･ Ⅰ  ､ 118 ･ Ⅱ ( 1 )､ 令  22 ( 2 )   超 過   のところ

ℓ

(  歳) 
業   柄

大  型  車   普  通  車  二輪車 原付車 軽車両

準  準

大  大  中  大  路 乗  貨  三  軽  軽  軽  大  普  軽  二  小  一  自  

自  除
転  

く

中  中
型  型  型 型 型  型  面  四  四  自  自  種  型  種  

転  軽

乗 貨 
車  

車

用  物  輪  乗  貨  三  二  二  二  原  特  原  車  を  両

号(自家用・

月  日  午

◎  送  致  署  等

) □

有  交 付 ･ 命 令 日 時 令和  年   月   日  午  前  時   分  運

後
効

転

印  代

行
業務

そ

出  頭  中

日時  場
所  □

号  
月  裏  

の・  
面  

他
免許情報記録 令和  年  月  日    安委員会交付等  日  

記

載  
業

✰
前  後

と

務中

□

大
・
中

・

準
中

型

車

最

大

積

載

量

車

両

総

重

妨  害  等  38 ･ 1 ､ 119 ･ 1 ( 5 ) ( □ 一 時 不 停 止 ( □ 停 止 線 設 置 )4･I､令1の2 
□ 通 行 妨 害 )  量

― 
―

定
員

人

（ ◎
現 免  少住 

許

勤  務  先  名
⑵

違  反  車

○ 印 の

も  の

⑶
所   違反日時

男・女が 証
異 等
な   歩 行 者  違 反場所る 住
場  

囲  □  
⑸  ①  無  免  許  □ 無 免 許 運 転  □ 酒 酔 い 運 転  □ 酒 気 帯 び 運 転 (呼 気  

0.15

㎎  
以 上 )  両合 
所  ん  を  

酒  酔  い  等     6 4  ・  I、  1 1 7  の  2  の  2  ･  I  6 5  ・  I、  1 1 7  の  2  ･  I (     

6 5 ・ I 、 1 1 7の 2の 2 ･ I ( 3 )､ 令 4 4の 3
）

64
･I

､117
の

2の
2･

I(1)
は

道
路

交
通

法
第

64
条

1項
､第

117
条

の
2

の
2
第

1
項

第
1号

､令
44

の
3
は

同
法

施
行

令
   

 
 
第
4
4
条

の
3､規

9
の

2
の

2
は

同
法

施
行

規
則

第
9
条

の
2の

2
､車

44(
6
)
は
道

路
運

送

車
両

法
第

44
条

第
6号

､
保

62

は
道

路
運

送
車

両
の

保
安

基
準

第
62

条
､
保

細
告

171
は
道

路
運

送
車

両

の
保

安
基

準
の
細

目
を
定

め
る
告

示
第

171
条

､保
整

告
27

は
道

路
運

送
車

両
の
保

安
基

準
第

二
章

及
び
第

三
章

の
規

定
の

適
用

関
係

の
整

理
の

た
め

必

要
な

事
項

を
定
め

る
告

示
第

27条
､軌

14
は
軌

道
法

第
14

条
､
軌

運
規

53

は
軌

道
運

転
規

則
第

53条
､細

則
11(1)

【Tilang Formal】

場

氏

後

高知県

先交差点

□ 禁止場所  (□右折 □左折 □直進）
8  ･  I ､  4  ･  I ､  1 1 9  ･ I  ( 2  )､  令 1  の  2

□ 進路前方横断歩道等を横断しようとする歩行者等あるとき

□ 警 察 署 長 の 交 通 規 制   5･Ⅰ､令3の2

高 知 県 警 察 本 部  庁 舎 １ 階 交  通 

反 則 通 告 セ ン タ ー

高 知 市 丸 ノ 内 ２ 丁 目 ４ － 3 0

出 頭 場 所 参 考 図

道  路  交  通  法  第  １ ２ ６ 条  の  規  定  に  よ  り  上  記  の  と  お  り  告  知  し  ま  す  。

が

( 
)

免

証

等

令和

年

月

合 証

等

km/h km/ h km/h 

超 過  のところ

住  所

生  年  月日

)

少

前日  時 令和  年   月   日  午  後  時   分

原付車 

本  籍

⑶
反則日時

⑷

反則場所

普  通  車
乗  貨  三  軽  軽  

軽 カ 四  
四

用  物  輪  乗  貨  

三ー

⑵   大  型  車準  準
反  則  車  大  大  中 中 中  大  路
○印で 用  型物 型用 物 型 

型  型  
型車  

面 乗  貨
囲 ん だ  乗  貨  貨 用 物  特  
電

も  の  登録(車両)番号

二輪車
ミ大 普  

軽  二自 
自  種 
ニ二 二  

二  原

職   続

勤 務 先 名 業  柄  記

補  足  欄  □

速  度  超  過
(  以上 未満 )  

□  法定速度違反 □  指定速度違反

許  交  通  反  則  告  知  書  (  番 号

⑹
反則行為の種別 大型車 普通車 二輪車 上 記 (5) 記 載 の □ 番 号   

,000円
原付車 重被牽引車 を ○ 印 で 囲 ん だ も の

□
告  知

有  
告 知 者 の 所 属 

署 ・ 課 ・ 隊 印 
運

階 級 等 及 び 氏 名

効  ⑴

期  反則

限  者

転
職

年 月 日生( 歳) 代
業 

行

業

務

中

公安委員会交付等 所  □

電 月 裏 

そ
面

( 歳 
の

他

令和  年  月  日  午  前   時   分  頃  ●

現

付近道路  金

側  書

留

に

よ

る

郵

指  定  場  所  □  指定場所一時不停止  □交差道路通行車両等 の進行妨害 
送

は

受

付

せ

ん
。

妨  害  等  38 ･ 1 ､ 119 ･ 1 ( 5 )  (□一時不停止(□停止線設置)4･I､令1の2 □通行妨害
)

銀
38 ･ 1 ､ 119 ･ 1 ( 5 )   (□一時不停止(□停止線設置)4･I､令1の2 □ 通 行
妨 害 )  行

使  用  等  (  保  71 ( 5 の 5 )､ 118 ･ Ⅰ ( 4 )    を 注 視  71 ( 5 の 5 )､ 118 ･ Ⅰ ( 4 
)   局 に

納

め

て

下

さ

不注意による確認義務  □信号  □法定禁止場所  □免許証携帯  □速度  □踏切   い□道路標識等の表示に よ る 禁止制限場所  □同通行帯   
。

不履行 ･Ⅲ追加 □

車両等の種 類( ○ 印 のも の） 反則行為の種類  (7) 反 則  金 相 当 額

定 員 外 乗車 □定員外乗車 (□自動車 □原付)( 人超過 人のところ か

57 ･ 1 ､ 120 ･ Ⅱ ( 2 )  （ 令 22 ( 1 )､ 令 23 ( 1 )） 郵

免  許  証  第
・

免許情報記録 令和  年  月  日

保  護  者  住

又  は  
所

□  高 速      □  自 専  2 2  ･  I ､  1 1 8  ･  I  ( 1  )､  令  1 1  2 2 ･ I ､ 4 ･ I ､

1 1 8 ･ I  ( 1 ) ､ 令  1 の 2

2  信  号  無  視  □  信号機信号  (□赤色  □黄色）  無視
( 赤 色 等 ）  7  ､  4  ･  I ､  1 1 9  ･ I  ( 2  )､  令 2  ･  I
~  時  不  停止  4 3  ､  4  ･  I ､  1 1 9  ･  I  ( 5  )､  令  1  の  2  4 3  ､  

1 1 9  ･  I  ( 5  )
4 通行区分違反 □右側通行

17 ･ Ⅳ ､ 119 ･ I ( 6 ）5 通 行 禁 止 違 □  一方通行違反 □  通行禁止場所違反  け
8 ･ I､ 4 ･ I､ 119 ･ I ( 2 )､ 令 1 の 2   8 ･ I､ 4 ･ I､ 119 ･ I ( 2 )､ 令 1 の 2  

ま

6 横  断  歩  行 者  □  進路前方横断歩道等を歩行者等横断中

8 携 帯 電 話 □無線通話装置を使用 □画像表示用装置を手で保持して画像  便

— 号 ⑻出頭

重  
自  事  日  載

被   業
小  一  牽  

家 業 
午前 

の  務

型  種  引  9:00 
特  原  車  用  用  

～ と  中

午後 
お

号 3:00 
り日ま

で  男・女
有

⑸
現

効  
囲  □     

反 住  
ん   を

だ  ○  則
所

事  印  事

項  で     

項
異 ◎  の・そ      

･
な

免  
数  の     

罰 る  字   

下
許  

条
場

◎  
発 生 府 県  送 致 署 等

22･Ⅰ
､118

 ･Ⅰ
(1)は

道
路

交
通

法
(昭

和
35
年
法
律

第
105

号
)第

22条
1項

､

第
118

条
第

1
項

第
1号

､令
1の

2は
同

法
施

行
令
(昭

和
35
年

政
     

令
第

270号
)第

1条
の

2､規
9の

2の
2は

同
法
施

行
規

則
(昭

和
35年

総
理

府
令

第
60

号
)
第
9条

の
2の

2､車
44(6

 )は
道
路

運
送

車
両

法
(昭

和

26年
法

律
第
185

号
)
第
44条

6号
､保

62
は
道
路

運
送

車
両
の
保

安
基

準
(昭

和

26年
運
輸

省
令

第
67号

)第
62条

､保
細

告
171

は
道

路
運

送
車
    

両
の
保

安

基
準
の
細
目

を
定

め
る
告
示
(平

成
14年

国
土
交

通
省

告
示

第
619号

)第
171

条

､保
整

告
27は

道
路

運
送

車
両
の
保

安
基

準
第

二
章

及
び
第
三

章
の

規
定
の
適

用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
(平

成
15年

国
土
交

通
省

告

示
第
1318

号
)
第
27
条

､軌
14は

軌
道

法
(大

正
10
年

法
律

第
76
号
)第

14
条
､軌

運
規

53
は
軌

道
運

転
規

則
(昭

和
29
年
運
輸

省
令

第
22号

)
第
53
条

､細
則

11(2)
は

高
知

県

道
路
交

通
法

施
行

細
則
（

昭
和

35
年
高
知

県
公

安
委

員
会
規
則

第
５

号
)第

11条
第

2号
の

例
に

よ
る

｡

Selama ini, semua pelanggaran ditangani dengan 交通切
符 (tilang formal yang dibawa ke pengadilan), namun
mulai sekarang, pelanggaran yang tergolong ringan dan

umum akan ditangani menggunakan 反則切符 (tilang
ringan yang bisa diselesaikan dengan membayar

denda tanpa ke pengadilan).

令和８年
４月１日

署・隊階

級氏

名 印

付近道路

住 所

氏 名

職  業

（ 学校名）

車体番号 車種/ 車名

防犯登録番号 塗 料

）

指  導  警  告  票

あなたの行為は、次の道路交通法違反に該当し、刑罰の対象となります。

1 酒気帯び運転 2 信 号 無 視

( 法 第  6  5  条第１  項 、  ３  年 以 下 の 懲 役 又 は  5  0  万 円 以 下 の 罰  ( 法第７  条 、  ３  か 月 以 下 の 懲 役 又

は ５ 万 円 以 下 の 罰 金 )

3 通行区分違反（ 右側通行等）  4 並進
( 法第  1  7  条第４  項等 ､  ３ か 月 以 下 の 懲 役 又 は ５  万 円 以 下 の 罰 金 等 )  (法第 19  条、２万円以下の罰金又は科料)

5 一 時 不 停 止 6 無 灯 火
(法第 43  条、３か月以下の懲役又は５万円以下の罰                  (法第52  条第１項、５万円以下の罰金)

7 二 人 乗 り 8  通行方法違反（ 歩道通行中）
(法第 57  条第２項、２万円以下の罰金又は科料)                         (法第63  条の４第２項、２万円以下の罰金又は科料 )

9 通 行 禁 止 10 携 帯 電 話 使 用 等

( 法第８  条第１  項 、  ３  か 月 以 下 の 懲 役 又 は  5  万 円 以 下 の 罰  ( 法第  7  1  条第５ 項の５ 、 ６ か 月 以 下 の 懲 役

又 は  1  0  万円以下の罰金 )

11 公安委員会遵守事項【傘さし、イヤホン等使用】
(法第 71  条第６号、５万円以下の罰金)

12 その他（

違 反 者

使 用 自 転 車

昭 ・  平  年  月  日 生 （  歳 ）

（  電 ）

違反事項

）

上記違反したことに間違いありません。今後は交通法規を 守り正しく通行することを誓います。

氏 名

1 酒気帯び運転 ２ 信号無視

３  通 行 区 分 違 反 （  右 側 通 行 等 ）  ４  並 進

５ 一時不停止 ６ 無灯火

７ 二人乗り ８  通行方法違反（歩道通行中）

９ 通行禁止 10 携帯電話使用等

11 公安委員会遵守事項 【 □ 傘さし運転 □ イヤホン等使用 】

12 その他（

年              月  日 （  ）  午  時  分ころ

—

指  導  警  告  票

取扱者

違反日時

違反場所

番号 □ 重点地区・路線

Peringatan dengan surat

peringatan (警告票) juga akan

tetap dilakukan.。

【Tilang Ringan】

Aturan lalu lintas utama untuk
sepeda

Kebijakan Pembinaan
dan Penindakan

Penegakan hukum yang 
tegas akan dilaksanakan
terhadap mereka yang 
melakukan pelanggaran
berbahaya atau mereka
yang tidak mengikuti

arahan petugas polisi.

）

Pelanggaran ketentuan Komisi 

Keamanan Publik 5,000円
Pasal 71, Ayat 6 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya

Tindakan mengemudi

dengan cara yang dapat

mengganggu pandangan

atau berisiko kehilangan

kestabilan, seperti

memegang payung atau

membawa barang di 

tangan saat berkendara.

Aturan Lalu Lintas Sepeda

Mulai tanggal 1 April 2026 (Reiwa tahun ke-8), 

pengguna sepeda berusia 16 tahun ke atas akan

turut menjadi sasaran kebijakan ini.

Mengabaikan

Lampu lalu lintas
Undang undang lalu lintas jalan pasal 7

Baik di jalan

raya maupun di 

trotoar, hal ini

tetap berlaku
ini

ini
ini

Saat 

berkendara

di trotoar

Batas berhenti

Prinsip dasarnya adalah melintas di sisi kiri jalan kendaraan! 

Bagian bahu jalan di sisi kiri juga boleh dilalui.

Batas berhenti

Mengganggu pejalan kaki saat bersepeda di jalur

tepi jalan (路側帯/rosokutai)

Undang-undang lalu lintas jalan pasal 17-3, Paragraf 2

Tindakan bersepeda di bahu 

jalan yang dapat dilalui

dengan sepeda dengan

kecepatan dan cara yang 

mengganggu pergerakan

pejalan kaki.

Dilarang bersepeda

sejajar (berdampingan)

Undang-undang lalu lintas jalan raya pasal 19

Mengendarai

sepeda

berdampingan

dengan sepeda lain

Bersepedalah dalam satu barisan

Saat berkendara

di jalan raya

Pelanggaran

lalu lintas :
Undang undang lalu lintas jalan, pasal 17, Ayat 1,4 dan 6

Mengemudi di sisi

kanan jalan atau

menggunakan

bahu jalan sisi

kanan

Jika lampu lalu lintas yang berlawanan berwarna

merah, pastikan untuk selalu berhenti pada garis 

berhenti di jalan raya, dan berhenti tepat sebelum

zebra cross (penyeberangan) saat berada di trotoar.



Mulai 1 April 2023, pengendara sepeda dari segala usia diharuskan
menggunakan helm saat bersepeda

ヘルメットを着用しましょう。

Cara Melintas Trotoar [Pasal 63-4 Ayat 2 Undang-

Undang Lalu Lintas Jalan]

Saat melintasi trotoar, hal-hal berikut harus dipatuhi:

Cara menggunakan trotoar

[Pasal 63-4 Ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya] 。

Sepeda biasa boleh melintasi trotoar dalam kondisi-kondisi berikut:

Aturan
pengecualian

① Harus melaju perlahan di bagian trotoar yang berada dari tengah ke arah

sisi jalan kendaraan. (Terlepas dari ada atau tidaknya pejalan kaki.)

② Jika dapat mengganggu pergerakan pejalan kaki, maka harus berhenti

sejenak.

Sekitar 70% orang yang meninggal dalam

kecelakaan sepeda menderita cedera kepala!

Trotoar Jalan Raya

Pejalan kaki memiliki prioritas 

di trotoar!

Pelanggaran peraturan lalu

lintas saat berkendara

di trotoar

Undang-undang lalu lintas jalan, pasal 63-4, ayat 2

Tindakan seperti

tidak mengemudi

pelan dipinggir

jalan atau

menghalangi

pejalan kaki

Bila ada tanda atau

marka yang 

menunjukkan bahwa

berjalan di trotoar

diperbolehkan

Dalam hal anak-anak, lansia, 

atau penyandang disabilitas

mengendarai (kendaraan).

Dalam hal tidak ada pilihan lain 

demi memastikan keselamatan

lalu lintas, sesuai dengan kondisi

jalan atau situasi lalu lintas

Trotoar untuk penyandang

disabilitas dapat digunakan, 

misalnya adlam situasi dimana

sulit untuk melintasi jalan karena

adanya pekerjaan jalan atau

banyaknya kendaraan yang parkir

Anak-anak

dibawah usia

13 tahun

Orang lanjut

usia diatas 70 

tahun

Sepeda 

diperbolehkan di 

trotoar
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Mari gunakan helm!

Pelanggaran aturan

dilarang masuk

Undang-undang lalu lintas jalan pasal 8 ayat 1

Perhatikan

tandanya

Tindakan melintas di 

jalan atau tempat

(seperti Kawasan 

khusus pejalan kaki) 

yang dilarang dilalui

sepeda berdasarkan

rambu lalu lintas dan 

sejenisnya

Tidak berhenti sejenak di 

tempat yang diwajibkan (dan 

pelanggaran sejenisnya)

Undang-undang lalu lintas jalan pasal 43

Sekalipun berhenti, kalau menghalangi

jalannya kendaraan yang melintas, itu

pelanggaran!

Memasuki perlintasan

kereta api

Undang-undang lalu lintas jalan pasal 33 ayat 2

Memasuki

perlintasan

kereta api saat

palang pintu

ditutup atau

akan ditutup, 

atau saat alarm 

peringatan

berbunyi

Jangan menyebrang saat

alarm berbunyi

Pelanggaran kewajiban kendaraan di 

jalan khusus pejalan kaki (pelanggaran

keharusan berjalan pelan).

Undang-undang lalu lintas jalan pasal 9

Jalan khusus pejalan kaki 

seperti arcade obiyacho

Saat berkendara di jalan pejalan kaki 

yang memperbolehkan sepeda, tidak

memperhatikan pejalan kaki dan tidak

memperlambat laju kendaraan

Undang-undang lalu lintas jalan pasal 36

Pelanggaran kewajiban berkendara

dengan aman di persimpangan

(dan pelanggaran sejenisnya)

Di persimpangan tanpa lampu lalu

lintas, menghalangi laju kendaraan

yang datang dari kiri atau

kendaraan di jalan prioritas

Mari melaju di 

persimpangan dengan

kecepatan dan cara

yang aman

Undang-undang lalu lintas jalan pasal 37

Pelanggaran kendaraan

prioritas di persimpangan, 

dll.

Saat berbelok ke kanan, ikuti tepi

kiri dan terus lurus ke depan

terlebih dahulu!

Tindakan menghalangi laju kendaraan yang hendak berjalan

lurus atau belok kiri saat berbelok ke kanan di persimpangan.

Mengemudi sepeda dengan rem 

rusak/blong
Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan

pasal 63-9 ayat 1

Tindakan berkendara dalam

kondisi tanpa rem, atau dengan

rem yang tidak berfungsi dengan

baik

Penggunaan telepon seluler dll.

Undang-undang lalu lintas jalan, pasal 71, nomor 5-5

Tindakan mengemudi

sambil berbicara di telepon

genggam, atau melihat

layar telepon genggam, 

atau Tindakan yang 

membahayakan lalu lintas

lain saat menggunakan

telepon genggam.

Mengemudi dalam keadaan mabuk.

Undang-undang lalu lintas jalan pasal 65 ayat 1

Mengemudi dalam keadaan

mabuk, hukuman penjara

paling lama 5 tahun atau

denda paling banyak 1 juta

yen.

Mengemudi dengan kadar

alcohol dalam tubuh. 

Hukuman penjara hingga 3 

tahun aau denda hingga 500 

ribu yen


	タイトルなしのセクション
	スライド 1
	スライド 2


